
派遣契約書 記載事項⼀覧 
 

① 派遣労働者が従事する業務の内容（法 26条 1項 1号） 
② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度（則 22 条 1号） 

③ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位（法 26 条 1項 2号） 

④ 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項（法 26 条 1項 3号） 

⑤ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする⽇（法 26 条 1項 4号） 

⑥ 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間（法 26 条 1項 5号） 

⑦ 安全及び衛⽣に関する事項（法 26 条 1項 6号） 

⑧ 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項（法 26 条 1項 7号） 

⑨ 

派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業⼿当等の⽀払いに
要する費⽤を確保するための当該費⽤の負担に関する措置その他の労働者派遣契約
の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇⽤の安定を図るために必要な措置に関する
事項（法 26 条 1項 8号） 

⑩ 
労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介に
より従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
（法 26 条 1項 9号） 

⑪ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項（則 22 条 2号） 

⑫ 

労働者派遣の役務の提供を受ける者が⑤の派遣就業をする⽇以外の⽇に派遣就業を
させることができ、⼜は⑥の派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延
⻑することができる旨の定めをした場合には、当該派遣就業をさせることができる
⽇⼜は延⻑することができる時間数（則 22 条 3号） 

⑬ 

派遣元事業主及び派遣先との間で、派遣先が当該派遣労働者に対し、派遣先が設置
及び運営する物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、
娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設であって現に派遣先に雇⽤される労働
者が通常利⽤しているもの（給⾷施設、休憩室及び更⾐室を除く）の利⽤、レクリ
エーション等に関する施設⼜は設備の利⽤、制服の貸与、教育訓練その他の派遣労
働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合には、当該便宜供与
の内容及び⽅法（則 22 条 4号） 

⑭ 

労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に
係る派遣労働者を雇⽤する場合に、その雇⽤意思を事前に労働者派遣をする者に対
し⽰すこと、当該者が職業紹介を⾏うことが可能な場合は職業紹介により紹介⼿数
料を⽀払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を
防⽌するために講ずる措置（則 22 条 5号） 

⑮ 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別（則 22 条 6号） 

⑯ 派遣労働者を無期雇⽤派遣労働者⼜は 60 歳以上の者に限定するか否かの別 

（則 22 条 7号） 

⑰ 派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項 

（則 22 条の 2第 2号〜5号） 

⑱ 派遣労働者の⼈数（法 26 条本⽂） 
 


